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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成３０年２月８日（平成３０年（行情）諮問第７６号） 

答申日：平成３１年３月２８日（平成３０年度（行情）答申第５４４号） 

事件名：特定刑事事件に係る「措置入院，退院・退所，本人支援，本人の社会

適応，本人を支援する人材育成に係る文書」の不開示決定に関する

件  

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「措置入院，退院・退所，本人支援，本人の社会適応，本人を支援する

人材育成に係る文書（特定事件に対応する）（「相模原市の障害者支援施

設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」公開資料を除く。）」

（以下「本件対象文書」という。）につき，その全部を不開示とした決定

については，別表の４欄に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，厚生労働大

臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が，平成２９年１０月１３

日付け厚生労働省発障１０１１第１号により行った不開示決定（以下「原

処分」という。）について，その取消しを求めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

   法５条１号，５号及び６号柱書きに該当しない。    

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求の経緯 

（１）本件審査請求人は，平成２９年９月１１日付けで処分庁に対して，法

３条の規定に基づき，本件対象文書に係る開示請求を行った。 

（２）これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，審査請求人はこれを

不服として，平成２９年１１月１３日付け（同日受付）で本件審査請求

を提起したものである。 

２ 諮問庁としての考え方 

  本件審査請求に対し，原処分における法の適用条項に法５条２号を追加

した上で，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

３ 理由 
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（１）本件対象文書の特定について 

本件審査請求に係る開示請求は，「措置入院，退院・退所，本人支援， 

本人の社会対応，本人を支援する人材育成に係る文書（特定施設の事件

に対応する）」に関して行われたものである。 

処分庁は，「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発

防止策検討チーム」のために収集した本人に関する資料のうち，開示請

求書に記載された項目（措置入院，退院・退所等）に関する資料を本件

対象文書として特定した。 

（２）相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チ

ームについて 

特定年月日に，相模原市の特定施設（以下「施設」という。）で発生

した事件について，このような事件を二度と起こしてはならないという

共通認識のもと，政府は，直ちに「障害者施設における殺傷事件への対

応に関する関係閣僚会議」を設置した。更に，事実関係の徹底した検証

と，それを踏まえた再発防止策を関係省庁一丸となって検討するため，

厚生労働省を中心に，複数の有識者に加え，内閣府，警察庁，法務省，

文部科学省のほか，神奈川県，相模原市といった関係自治体も参加した

本チームを設置し，この間，施設の防犯，容疑者に対する措置入院に係

る対応，措置解除後の継続的な支援等について，現時点で把握できた事

実関係をもとに検証作業を行った。 

（３）不開示情報該当性について 

  ア 法５条１号該当性 

原処分により不開示とした部分には，特定個人の氏名，生年月日，

住所，指定年月日，処分に関する内容，診療記録等が記載されてい

る。 

これらの情報は，個人に関する情報であって，特定の個人を識別す

ることができる情報又は特定の個人を識別することはできないが，

公にすることにより，なお，個人の権利利益を害するおそれがある

情報であり，法５条１号に該当し，かつ，同号ただし書きイからハ

までのいずれにも該当しないため不開示とすることが妥当である。 

イ 法５条２号イ及びロ該当性 

原処分により不開示とした部分には，本チームにおける検討に資す

るため，行政機関の要請を受けて，公にしないとの条件で任意に法

人等から提供された当該者に関する情報が含まれている。そして，

本チームにおいては刑事事件に係る検討を行っていることからすれ

ば，公にしないとの条件を付したことは，当該情報の性質，当時の

状況等に照らして妥当であったと考える。 

また，公にすることにより，当該法人等の権利，競争上の地位その
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他正当な利益を害するおそれがあり，また，行政機関の要請を受け

て，公にしないとの条件で任意に提供されたものであって，法人等

における通例として公にしないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理

的であると認められるものであり，法５条２号イ及びロに該当し，

同号ただし書きには該当しないため不開示とすることが妥当である。 

ウ 法５条５号該当性 

原処分により不開示とした部分には，審議，検討又は協議に関する

情報が記載されている。 

これらの情報の中には，非公表を前提に当該事件の関係者から得た

情報も記載されている。このため，公にした場合には，非公表を前

提に関係者から得た情報を踏まえ行われる同種の検討会や検討等に

係る意思決定に当たり，率直な意見の交換又は意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがある。また，風評により信用を失墜させ

るなど，当該事件の関係者及び本チームの委員に不当に不利益を及

ぼすおそれがある。 

また，刑事事件の被告人に関する個人情報や同人に対する医療等の

支援の内容が記載されていることから，公にした場合には，当該事

件及び被告人についての無用な誤解や憶測を招くなど，不当に国民

の間に混乱を生じさせるおそれがある。 

以上のことから，当該情報は，国の機関，地方公共団体等の内部又

は相互間における審議，検討又は協議に関する情報であって，公に

することにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれ，不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ

又は特定の者に不当に不利益を与えるおそれがあり，法５条５号に

該当するため，不開示とすることが妥当である。 

エ 法５条６号柱書き該当性 

原処分により不開示とした部分には，国の機関，地方公共団体が行

う事務に関する情報が記載されている。 

これらの情報は，刑事事件の被告人に対する医療等の支援に係る情

報であり，かつ，国の機関，独立行政法人等，地方公共団体又は地

方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって，公にす

ることにより，当該機関に対するいたずらや中傷等が懸念されるな

ど，当該機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法

５条６号柱書きに該当するため，不開示とすることが妥当である。 

（４）審査請求人の主張について 

   審査請求人は，審査請求書の中で，「法５条１号，５号及び６号柱書

きに該当しない」として原処分の取消しを求めているが，これに対する
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諮問庁の説明は上記（３）のとおりであり，審査請求人の主張は失当で

ある。 

４ 結論 

以上のとおり，不開示理由として，法５条２号イ及びロを追加し，原処

分を維持して不開示とすることが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成３０年２月８日    諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同月２６日        審議 

   ④ 平成３１年２月２０日   本件対象文書の見分及び審議 

   ⑤ 同月２８日        審議 

   ⑥ 同年３月１４日      審議 

   ⑦ 同月２６日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象文書の開示を求めるものである。 

処分庁は，法５条１号，５号及び６号柱書きに該当するとして，その全

部を不開示とする原処分を行ったところ，審査請求人は原処分の取消しを

求めている。 

これに対して，諮問庁は，法の適用条項を法５条１号，２号イ及びロ，

５号並びに６号柱書きに改めた上で，原処分を妥当としていることから，

本件対象文書を見分した結果を踏まえ，不開示情報該当性について，以下，

検討する。 

 ２ 不開示情報該当性について 

理由説明書の記載及び当審査会事務局職員をして諮問庁に詳細な説明を

求めさせたところによると，本件対象文書は「相模原市の障害者支援施設

における事件の検証及び再発防止策検討チーム」のために収集した本人に

関する資料のうち，開示請求書に記載された項目（措置入院，退院・退所

等）に関する資料であり，具体的には，特定個人の診療に係る記録，措置

入院に関する記録，生活保護受給に関する資料，失業手当受給に関する資

料等である。 

 （１）別表の４欄に掲げる②の部分について 

   ア 通番１及び通番６ないし通番９について 

     当該部分は，何も記載されていない白紙であることから，法５条１

号に規定する個人に関する情報には該当せず，また，同様の理由に

より，これらを公にしても，特定医療機関等の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれ，国の機関等の相互間における率
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直な意見の交換又は国の機関における意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれ，国の機関等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとは認められず，行政機関の要請を受けて，公にし

ないとの条件で任意に提供された情報であるとも認められない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，２号イ及びロ，５号並びに

６号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

   イ 通番２ないし通番５について 

     当該部分は，何も記載されていない白紙であることから，法５条１

号に規定する個人に関する情報には該当せず，また，同様の理由に

より，これらを公にしても，特定医療機関等の権利，競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれ，国の機関等の相互間における率

直な意見の交換又は国の機関における意思決定の中立性が不当に損

なわれるおそれ，国の機関等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，２号イ，５号及び６号柱書

きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

 （２）その余の部分について 

ア 法５条１号該当性について 

当該部分は，特定個人の氏名，住所，生年月日，性別及び電話番号

並びに特定個人に係る診療，生活保護受給及び失業手当受給に関す

る情報等であり，全体として，特定個人に係る法５条１号本文前段

に規定する個人に関する情報であって，特定の個人を識別すること

ができるものに該当すると認められる。 

イ 法５条１号ただし書該当性及び法６条２項の部分開示等について 

  （ア）通番１及び通番６ないし通番９について 

    ａ 別表の４欄に掲げる①の部分について 

      当該部分のうち，様式部分については，法令で定められている

様式又は相模原市及び特定医療機関において一般に発行されてい

る様式と認められ，特定医療機関の管理者，所在地及び電話番号

については，医療法により都道府県知事が公表することとされて

おり，その余の部分については，厚生労働省のウェブサイトで公

表されている「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及

び再発防止策検討チーム」に関する資料（以下「公表資料」とい

う。）に記載されている情報と同様の内容又は公表資料に記載さ

れている情報から推認できる内容であると認められることから，

法５条１号ただし書イに該当する。 

同様の理由により，これらを公にしても，特定医療機関等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ，国の機関
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等の相互間における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれ，国の機関等が行う事務の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，行政機関の要請

を受けて，公にしないとの条件で任意に提供された情報である

とも認められない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，２号イ及びロ，５号並

びに６号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

    ｂ その余の部分について 

      当該部分は，法５条１号ただし書イないしハに該当する事情は

認められず，また，上記ａにおいて開示すべきと判断した部分の

中に特定個人の氏名が含まれていることから，法６条２項の部分

開示もできない。 

      したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，同条２号イ及

びロ，５号並びに６号柱書きについて判断するまでもなく不開示

とすることが妥当である。 

  （イ）通番２ないし通番５について 

    ａ 別表の４欄に掲げる①の部分について 

      当該部分のうち，様式部分については，法令で定められている

様式又は相模原市及び特定医療機関において一般に発行されてい

る様式と認められ，特定医療機関の管理者，所在地及び電話番号

については，医療法により都道府県知事が公表することとされて

おり，その余の部分については，公表資料に記載されている情報

と同様の内容又は公表資料に記載されている情報から推認できる

内容であると認められることから，法５条１号ただし書イに該当

する。 

同様の理由により，これらを公にしても，特定医療機関等の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれ，国の機関

等の相互間における率直な意見の交換又は意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれがあるとは認められず，国の機関等が

行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとも認めら

れない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，２号イ，５号及び６号

柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

    ｂ その余の部分について 

      当該部分は，法５条１号ただし書イないしハに該当する事情は

認められず，また，上記ａにおいて開示すべきと判断した部分の

中に特定個人の氏名が含まれていることから，法６条２項の部分

開示もできない。 
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      したがって，当該部分は，法５条１号に該当し，同条２号イ，

５号及び６号柱書きについて判断するまでもなく不開示とするこ

とが妥当である。 

３ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その全部を法５条１号，５号及

び６号柱書きに該当するとして不開示とした決定について，諮問庁が同条

１号，２号イ及びロ，５号並びに６号柱書きに該当することから不開示と

すべきとしていることについては，別表の４欄に掲げる部分を除く部分は，

法５条１号に該当すると認められるので，同条２号イ及びロ，５号並びに

６号柱書きについて判断するまでもなく，不開示としたことは妥当である

が，別表の４欄に掲げる部分は，同条１号，２号イ及びロ，５号並びに６

号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきであると判断した。 

（第３部会） 

 委員 岡島敦子，委員 葭葉裕子，委員 渡井理佳子 
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別表 

１ 頁 ２ 

通

番 

３ 法５条該当号 ４ 開示すべき部分 

１

号 

２

号

イ 

２

号

ロ 

５

号 

６

号

柱

書

き 

１ な い し

４ 

１ ○ ○ ○ ○ ○ ①１頁１行目ないし３行目，１５

行目４文字目ないし８文字目，１

８行目４文字目ないし９文字目，

１９行目４文字目ないし１０文字

目，２１行目４文字目ないし１５

文字目，２３行目４文字目ないし

１９文字目，３３行目ないし４３

行目，３頁１行目及び２行目 

②２頁及び４頁 

５，６ ２ ○ ○  ○ ○ ①５頁１行目ないし４行目，１６

行目４文字目ないし８文字目，１

９行目４文字目ないし９文字目，

２０行目４文字目ないし１０文字

目，２２行目４文字目ないし１５

文字目，２４行目４文字目ないし

１９文字目  

②６頁  

７ な い し

３３０ 

３ ○ ○  ○ ○ ①７頁の文書の名称 

３ ３ １ ，

３３２ 

４ ○ ○  ○ ○ ①３３１頁の１行目ないし１３行

目 

②３３２頁 

３ ３ ３ な

い し ３ ６

０ 

５ ○ ○  ○ ○ ①３３３頁の様式，受信日時，氏

名，性別，年齢，職業，保護した

日時，場所の各欄及び住所欄の１

文字目ないし６文字目 

３３５頁の様式，氏名，職業，事

前調査の総合判定，措置診察のた

めの移送の有無，移送先の指定病

院等の各欄，生年月日の年齢，住
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所の１行目，２行目の１文字目な

いし７文字目及び３行目，移送開

始及び終了欄の移送開始及び終了

日並びに移送の概要欄の移送元及

び移送先の施設の名称 

３３７頁の様式，移送年月日，移

送種別，通報日時，診察先，診察

結果の各欄，患者名欄の氏名，性

別及び年齢，通報者欄の１文字目

ないし３文字目，２７条・２９条

の２欄の医療機関の名称，移送経

路欄の１箇所目と２箇所目の施設

の名称 

３３９頁の様式，申請等の形式，

氏名，職業，診察時の特記事項，

診察時の特記事項，医学的総合判

断の各欄，生年月日欄の年齢，住

所欄の１行目及び２行目の１文字

目ないし１１文字目，病名欄の疾

病の名称並びに診断した日付 

３４１頁の様式，措置入院者欄氏

名，性別，年齢，住所の１文字目

ないし６文字目及び入院措置日時

の入院日 

３４３頁の様式，申請等の形式，

氏名，職業，診察時の特記事項，

診察時の特記事項，医学的総合判

断の各欄，生年月日欄の年齢，住

所欄の１行目及び２行目の１文字

目ないし１１文字目，病名欄の疾

病の名称並びに診断した日付 

３４５頁の様式，申請等の形式，

氏名，職業，診察時の特記事項，

診察時の特記事項，医学的総合判

断，行政庁の措置の各欄，生年月

日欄の年齢，住所欄の１行目及び

２行目の１文字目ないし１１文字
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目，病名欄の疾病の名称並びに診

断した日付 

３４７頁の様式，措置入院者欄氏

名，性別，年齢，住所の１文字目

ないし６文字目及び入院措置日時

の入院日 

３４９頁の様式，措置入院者の氏

名，性別，年齢及び住所の１行目

及び２行目の１文字目ないし１１

文字目，入院以降の症状又は状態

像の経過，退院後の帰住先，帰住

先の住所の１文字目ないし９文字

目，訪問指導等に関する意見及び

障害福祉サービス等に関する意見

の各欄 

３５３頁の様式，入院措置日，入

院措置解除日の各欄，措置入院者

の住所の１文字目ないし６文字

目，氏名，生年月日の年齢部分 

②３３４頁，３３６頁，３３８

頁，３４２頁，３４８頁，３５０

頁，３５２頁及び３５４頁 

３６１， 

３６２ 

６ ○ ○ ○ ○ ○ ①３６１頁の１行目ないし８行

目，１０行目，１１行目，１４行

目ないし１６行目，１９行目ない

し２１行目，２３行目ないし２５

行目３６文字目 

②３６２頁 

３６３な

いし５２

０ 

７ ○ ○ ○ ○ ○ ①３６３頁の様式，日付，申請者

住所の１文字目ないし９文字目及

び現在住んでいるところの１文字

目及び２文字目並びに３６５頁全

部 

３６７頁の様式及び異動内容欄 

３６９頁の様式，世帯主氏名及び

適用年月日欄 

３７１頁及び３７２頁の様式，３



 

11 

 

 

７１頁の判定年月日欄並びに３７

２頁の１８行目及び１９行目 

３８７頁ないし３９０頁の様式，

保護申請日及び要否判定日，３９

５頁及び３９６頁の様式，開始年

月日，世帯主氏名及び居住地の２

行目の１文字目ないし６文字目 

３９７頁，３９９頁，４０９頁な

いし４１２頁の様式 

４１３頁の様式，日付及び住所の

１文字目ないし６文字目 

４１５頁の様式，要保護者氏名及

び住所（郵便番号を除く）の１文

字目ないし６文字目 

４９５頁の様式及び住所の１文字

目ないし６文字目 

４９７頁の様式及び異動内容欄 

４９９頁の様式，氏名，現住所の

２行目の１文字目ないし１０文字

目，病名，現状，退職時の状況の

うち，退職年月日，証明年月日，

医療機関の名称，所在地及び電話

番号 

５０１頁全部 

５０７頁の様式，患者氏名，生年

月日の１２文字目ないし１４文字

目，病名の１行目，診断年月日，

医療機関の名称，所在地及び電話

番号 

②３６２頁，３６４頁，３６６

頁，３６８頁，３７０頁，３７４

頁，３９２頁，３９４頁，３９８

頁，４１４頁 

５２１，

５２２ 

８ ○ ○ ○ ○ ○ ①５２１頁の１行目ないし６行

目，８行目ないし１６行目１０文

字目 

②５２２頁 
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５２３， 

ないし５

８４ 

９ ○ ○ ○ ○ ○ ①５２３頁の様式及び求職者氏名 

５２５頁の様式，氏名，性別，年

齢及び離職年月日 

５２７頁及び５２８頁の様式，５

２７頁の受理日，氏名，年齢及び

住所の１文字目ないし１０文字目 

５３１頁及び５３２頁の様式，５

３１頁の離職者氏名，離職年月

日，離職者の住所のうち，２行目

及び３行目の１文字目及び２文字

目，事業場の名称，所在地，電話

番号，事業主の住所，氏名， 

５３３頁の文書の名称，氏名，性

別，離職年月日，事業場の名称及

び電話番号  

５３５頁の様式，氏名，性別及び

住所の１文字目ないし１０文字目 

５３７頁及び５３９頁の様式及び

日付 

５４１頁の様式，氏名，住所の２

行目１文字目ないし６文字目 

５４３頁の様式，氏名，住所の２

行目の１文字目ないし１０文字

目，病名，現状，退職時の状況の

うち，退職年月日，証明年月日，

医療機関の名称，所在地及び電話

番号 

５４５頁の様式 

②５２４頁，５２６頁，５３４

頁，５３６頁，５３８頁，５４０

頁，５４２頁，５４４頁，５４６

頁，５５６頁，５６０頁，５６４

頁，５６６頁，５６８頁，５７０

頁，５７４頁，５７６頁及び５８

４頁 

 


